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○津山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱 

平成２０年３月３１日 

津山市告示第２０３号 

改正 平成２１年８月１日告示第６２号 

平成２４年３月２１日告示第１７３号 

平成３０年１１月２０日告示第１５８号 

平成３１年３月３１日告示第２６５号 

（趣旨） 

第１条 市長は，民間の建築物に吹き付けられたアスベスト等の飛散による市民の健康被害

を防止し，その生命及び身体の保護を図るため，予算の範囲内において，津山市アスベス

ト改修事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付に関して

は，津山市補助金等交付規則（昭和４２年津山市規則第１３号）に定めるもののほか，こ

の告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） アスベスト 石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第２１号）第２条第１

項に規定する石綿等をいう。 

（２） 分析調査 市内に存する民間建築物（本市が所有するアスベスト対策に係る建築

物のデータベースに記載されたものであって，当該建築物に付属する電気室，機械室等

を含む。以下同じ。）に施工されている吹付け建材について，建築物石綿含有建材調査

者（建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成３０年／厚生労働省／国土交通省／

環境省／告示第１号）第２条第２項又は第３項に規定する者をいう。以下同じ。）が行

うアスベスト等含有の有無に係る調査をいう。 

（３） アスベスト除去等 市内に存する民間建築物の吹付けアスベスト若しくはアスベ

スト含有吹付け建材の除去，封じ込め又は囲い込みの工事（その工事に関する計画の策

定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに，当該計画に基づく現場体制により実

施するものに限る。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は，分析調査又はアスベスト

除去等を行う民間建築物の所有者であって，市税を完納しているものとする。 



津山市アスベスト改修事業費補助金交付要綱 

2/2 

（補助対象経費及び補助率等） 

第４条 補助金の交付の対象となる補助対象経費（当該事業について他の国庫補助金等の交

付を受けていないものに限る。）及び補助率等は，次の表に定めるところによる。ただし，

算出された補助金の額に千円未満の端数があるときは，これを切り捨てるものとする。 

区分 補助対象経費 補助率等 

分析調査事業 分析調査に要する経費 補助対象経費の範囲内。ただし，１棟

につき２５万円を限度とする。 

アスベスト除去等事業 アスベスト除去等に要する

経費 

補助対象経費の３分の２以内。ただ

し，１棟につき４００万円を限度とす

る。 

２ 前項の補助対象経費について，消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち，消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計

額に補助率を乗じて得た額をいう。以下この条において「消費税仕入控除税額」という。）

が含まれる場合にあっては，当該消費税仕入控除税額は，補助対象経費から控除するもの

とする。 

３ 前項の規定による消費税仕入控除税額の控除を行わなかった補助対象者において，補助

金の交付を受けた後に消費税仕入控除税額が確定した場合にあっては，当該補助対象者は，

別に定めるところにより速やかに市長にその報告を行い，当該交付を受けた補助金の額と

当該確定後の消費税仕入控除税額を補助対象経費から控除した場合の補助金の額との差

額を返還しなければならない。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は，津山市アスベスト改修事業費補助金交付申請

書（様式第１号）に，次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類を添

えて市長に申請しなければならない。 

（１） 分析調査事業 

ア 分析調査を受けようとする建築物の位置図，平面図及び施工箇所の写真 

イ 分析調査を受けようとする建築物の所有者，建築時期及び用途が確認できる書類 

ウ 分析調査に要する経費の額を確認できる書類 

エ 分析調査を行おうとする者に係る建築物石綿含有建材調査者講習登録規程第７条
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第１５号に規定する修了証明書の写し 

オ その他市長が必要と認める書類 

（２） アスベスト除去等事業 

ア アスベスト除去等を受けようとする建築物の分析調査の結果報告書 

イ アスベスト除去等を受けようとする建築物の位置図，平面図及び施工箇所の写真 

ウ アスベスト除去等を受けようとする建築物の所有者，建築時期及び用途が確認でき

る書類 

エ アスベスト除去等に要する経費の額を確認できる書類 

オ アスベスト除去等に関する計画の策定等を行おうとする者に係る建築物石綿含有

建材調査者講習登録規程第７条第１５号に規定する修了証明書の写し 

カ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかにその内容を審査して補助

金の交付の可否を決定し，申請者に通知するものとする。 

（事業内容の変更等） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は，補助事業（補

助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。）の内容を変更しようとするときは津山

市アスベスト改修事業変更承認申請書（様式第２号）を，補助事業の内容を中止し，又は

廃止しようとするときは津山市アスベスト改修事業中止（廃止）承認申請書（様式第３号）

を速やかに市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第８条 補助決定者は，補助事業が完了したときは，当該完了の日から起算して１０日を経

過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日ま

でに津山市アスベスト改修事業実績報告書（様式第４号）に，次の各号に掲げる区分に応

じてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 分析調査事業 

ア 分析調査の結果報告書 

イ 分析調査に要した経費の額を確認できる書類 

ウ 建築物石綿含有建材調査者が分析調査を行ったことが確認できる書類 

エ その他市長が必要と認める書類 

（２） アスベスト除去等事業 
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ア アスベスト除去等の結果報告書 

イ アスベスト除去等の施工状況及び完了状況の写真 

ウ アスベスト除去等に要した経費の額を確認できる書類 

エ アスベスト除去等後のアスベスト粉じん濃度の測定結果報告書 

オ 建築物石綿含有建材調査者がアスベスト除去等に関する計画の策定等を行ったこ

とが確認できる書類 

カ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第９条 市長は，前条に規定する実績報告書の提出があったときは，その内容を審査し，適

正と認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，補助決定者に通知するとともに，速

やかに当該補助金を交付するものとする。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか，事業に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この告示は，平成２０年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年８月１日告示第６２号） 

この要綱は，公示の日から施行する。 

付 則（平成２４年３月２１日告示第１７３号） 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

付 則（平成３０年１１月２０日告示第１５８号） 

この告示は，公示の日から施行する。 

付 則（平成３１年３月３１日告示第２６５号） 

この告示は，平成３１年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

 


